
 
 

 

令和８年度入学者選抜 横浜市立高等学校への志願について 
 
１ 横浜市立高校の学区と学区外入学許可限度数について  

学区 課程 高校名 学科・コース 学区外入学許可限度数 通学区域規則上の区分 

① 
横浜市内 

全域 

全日制 

金沢 
普通科 

募集定員 30％以内 

居住地等による 
（３ 横浜市立高校への 

志願についてに記載） 

桜丘 

募集定員８％以内 
東 単位制普通科 
みなと総合 単位制総合学科 
戸塚 単位制普通科一般コース 

定時制 横浜総合 単位制総合学科 

② 
県内全域 

全日制 

戸塚 単位制普通科音楽コース 

― 第３条 
横浜商業 

商業科・国際学科 
スポーツマネジメント科 

横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 単位制理数科 
定時制 戸塚 普通科 
別科 横浜商業高校別科 理容科・美容科 

   ※海外帰国生徒特別募集、在県外国人等特別募集は、県内全域を範囲として志願が可能です。 
なお、当該の募集については、上記の学区外入学許可限度数の制限は受けません。 

※南高校は、令和８年度入学者選抜から、高校からの募集を停止しました。 
 
２ 通学区域規則上の区分について 

第３条・・・【学区内から志願】する場合の区分 
第４条・・・【学区外から志願】する場合の区分 
第５条・・・【学区外から身体の状況を理由として志願する人が、志願先の高等学校長の許可を得て志願】する場合の区分 

 
３ 横浜市立高校への志願について 
（1） 全日制への志願について 

ア 志願できる住所の要件 ： 志願者及び保護者の住所が神奈川県内にある人 
イ １の表の①「学区が横浜市内全域の高校」の学区内・学区外からの入学許可の扱い 

志願者及び保護者の住所 入学許可の扱い 通学区域規則上の区分 

住所が横浜市内 学区内での入学許可 第３条 
住所が横浜市外（県内） 学区外（１の表の学区外入学許可限度数以内での入学許可） 第４条 

ウ １の表の②「学区が県内全域の高校」の学区・通学区域規則上の区分について 
    県内全域が学区のため、すべての志願者の通学区域規則上の区分は、第３条となります。 
    
（2） 定時制、別科への志願について 

ア 志願できる住所又は勤務地の要件 
(ｱ) 戸塚高校定時制、横浜商業高校別科は、神奈川県内に住所又は勤務地がある人 
(ｲ) 横浜総合高校は、神奈川県内に住所又は横浜市内に勤務地がある人 

イ １の表の①「横浜総合高校」の学区内・学区外からの入学許可の扱い 
志願者の住所、勤務地 入学許可の扱い 通学区域規則上の区分 

住所が横浜市内 又は 
勤務地が横浜市内 

学区内での入学許可 第３条 

住所が横浜市外（県内） 

（横浜市内に勤務地がある人を除く） 
学区外(1 の表の学区外入学許可限度数以内での入学許可) 第４条 

ウ １の表の②「戸塚高校定時制・横浜商業高校別科」の学区・通学区域規則について 
    県内全域が学区のため、すべての志願者の通学区域規則上の区分は、第３条となります。 
 
４ 志願についての補足   

〇横浜商業高校別科への志願資格について（志願のてびき30ページ (1)志願資格の表） 
高校等に在籍しながら、志願することが可能です。高校等に在籍している場合も、中学校等を通して志願することと 

なります。  
  〇横浜総合高等学校への志願について 

横浜総合高校の志願に係る学区の確認については、第22号様式の２により同校が行います。３月以降に行う検査
は、教育長が必要と認める場合、共通選抜（二次募集）を実施します。
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５ 横浜市内全域を学区とする全日制の高校への志願に係る学区確認申請の例 

事由 

番号 
申請事由 具 体 例 学区確認申請書の申請 

通学区域 

規則上の 

区分 

中学校の 
証明・同意・確認の欄 

項目Ａ 項目Ｂ 項目Ｃ 

１ 
県外から本県に転居予定の者 
保護者の転勤等に伴い、志願者及び保護者が令和

８年４月１日までに県内に居住する予定の者 

横浜市内に転居 
申請が必要（志願資格承認申請も必要） 
・学区確認申請書（第 22 号様式の１） 

・念書（第 23 号様式） 

・同居同意書（第 24 号様式）（必要な方） 

第３条 ✓   

横浜市外（県内）に転居 第４条 ✓ ✓  

８ 
県内に居住し志願資格を有する者で、中学校
等を卒業又は修了した者（外国人学校等を卒
業又は修了した者も含む。） 

横浜市内に居住 申請省略（項目Ｃにチェック） 

※住民票の写し等を中学校長に提示 

（本人・同居している保護者） 

第３条 ✓  ✓ 

横浜市外（県内）に居住 第４条 ✓ ✓ ✓ 

９ 
志願者及び保護者である父母の住所と、志願
者の在学中学校等の所在地が異なる地域（横
浜市の内外）にある、公立中学校等の在学者 

志願者及び保護者の住所 
横浜市内 

中学校等の所在地 
横浜市外 

申請省略（項目Ｃにチェック） 

第３条 ✓  ✓ 

志願者及び保護者の住所 
横浜市外（県内） 

中学校等の所在地 

横浜市内 
第４条 ✓ ✓ ✓ 
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県内での転居予定の者 
保護者の転勤等に伴い、志願者及び保護者が令和

８年４月１日までに転居する予定の者（ただし、横浜

市内及び横浜市外での転居を除く。） 

横浜市外（県内）から横浜市内へ転居 申請が必要 
・学区確認申請書（第 22 号様式の１） 

・念書（第 23 号様式） 

・同居同意書（第 24 号様式）（必要な方） 

第３条 ✓   

横浜市内から横浜市外（県内）へ転居 第４条 ✓ ✓  

11 
保護者の一方と県内に居住し、保護者の他の
一方が志願者と異なる地域（横浜市の内外）
に居住している者 

志願者及び保護者の一方の住所 

横浜市内 

保護者の他の一方の住所 

横浜市外（県内） 
申請省略（項目Ｃにチェック） 

第３条 ✓  ✓ 

志願者及び保護者の一方の住所 

横浜市外（県内） 
保護者の他の一方の住所 

横浜市内 
第４条 ✓ ✓ ✓ 

〇中学校の証明・同意・確認について 

・中学校等は、通学区域規則上の区分が「第４条」による学区外への志願に同意する場合、項目Ｂにチェックを入れてください。 

・中学校等は、学区確認申請を必要とする人のうち、申請事由が事由番号８・９・11（定時制は事由番号15・16）の場合、学区確認を行い、項目Ｃにチェックを入れてください。

※定時制やその他の事由番号、申請事由については、実施要領の６４、６５ページの「【別表】学区確認申請の事務手続について」で確認してください。 

 

〇県内全域を学区とする高校や特別募集は、学区確認申請が不要です。 
（通学区域規則上の区分は横浜市内、市外在住等に関わらず３条となります。中学校の証明・同意・確認の欄は項目 A のみとなります。） 

 
６ インターネット出願システムにおける通学区域規則上の区分の修正について 

通学区域規則上の区分の修正は、中学校担任アカウントで可能です。詳しくは、インターネット出願のマニュアルでご確認ください。 

【 問 合 せ 先 】 

横 浜 市 教 育 委 員 会 事 務 局 

学 校 教 育 部 高 校 教 育 課 

電 話 ： 0 4 5 - 6 7 1 - 3 2 7 2 



 

令和８年度入学者選抜 

       
横浜市立高等学校（全日制・別科）の入学選考手数料（受検料）・入学金の 

納付方法について 
 

横浜市立高等学校の入学選考手数料（以下受検料）・入学金は、原則、神奈川県公立高等学校入学者

選抜インターネット出願システムを利用して納付してください。 

 

【受検料の納付について】 

１ 納付方法 

神奈川県公立高等学校入学者選抜インターネット出願システムにおいて〔志願情報申請〕後に、納付が

可能となります。納付方法＜クレジットカード、コンビニ払い、ペイジー＞を選択し、受検料を納付して

ください。中学校において、受検料の納付を確認し募集期間内に志願先高校に志願情報を提出します。 

受検料未納の状態で志願先高校に志願情報を提出することはできません。早めの納付をお願いします。 

  

２ 納付金額 

入学選考手数料とシステム利用料の合算額を納付してください。 

 区    分 入学選考手数料 システム利用料* 

 
全日制・別科 ２，２００円 

・クレジットカード払い：97円   

・コンビニ払い／ペイジー払い：253円 

*システム上での決済に伴い収納代行を行う事業者にお支払いいただく利用料です。決済１回ごとにかかります。 

 

３ 納付期間 

  募集期間内に中学校から志願情報を提出する必要があるため、期限ぎりぎりに納付されますと出願が 

間に合わなくなることがあります。余裕をもって納付手続きをお済ませください。 

 
区    分 募 集 期 間 ／ 納 付 期 間 

 
 全 日 制 令和８年１月23日（金）午前９時 ～ １月29日（木）正午 

 
 別    科 令和８年１月23日（金）午前９時～ ２月６日（金）正午 

 

４ 受検料の返還 

一度納付された受検料は原則として返還しません。ただし、次のような場合は還付に応じます。 

（システム利用料は還付対象外） 

(1) 受検料を納付した後、志願情報を高等学校へ提出する前に志願先を変更したことに伴い過払い額が発

生した場合や、志願そのものを取りやめた場合（志願情報を高等学校へ提出した後の志願変更等の場

合は返金しません） 

(2)受検料を納付した後、減免申請書類を提出していた受検料について、減免の決定を受けた場合 

（減免決定後の還付も「還付の申請書の提出」が必要です） 

※減免の決定を受けるためには、募集期間終了日までに減免申請する必要があります。お早めに志願先

の横浜市立高校事務室に相談してください。 

(3)受検料を二重に納付してしまった場合 

全日制・別科 



 

 

 

還付を申請する場合は、中学校または横浜市立高等学校から受け取った「還付申請書」を、募集期間

終了日から 10 日以内（減免決定後に還付を受ける方の場合は、決定通知受領後 10 日以内）に横浜市教

育委員会事務局学校支援・地域連携課就学係（高校授業料担当）へ提出してください。（送付先住所は下

記問合せ先参照） 

 

 

受検料の納付にかかる注意事項 

１ 県立高等学校を受検する場合は、別途、神奈川県が作成している「県立高等学校の受検料・入学料 

 の納付方法について」をお読みください。 

２ 川崎市立及び横須賀市立高等学校を受検される場合は、各自で志願先に納付方法をお問い合わせく 

 ださい。 

３ 次の場合は、志願先の高等学校の窓口に現金で受検料を納付してください。 

 【持参するもの；受検料（おつりが出ないようにご用意ください）、登録番号（出願システムのログイ

ン時に使用している 12桁の数字）】 

・神奈川県公立高等学校入学者選抜インターネット出願システムを使って受検料を納付できない特別

な理由がある場合 

・共通選抜二次募集の志願 

 

 

【入学金の納付について】 

１ 納付方法 

入学金も受検料と同様、神奈川県公立高等学校入学者選抜インターネット出願システムを利用して納付

してください。合格発表時から出願システム上での納付手続きが可能となります。納付期限については、

合格通知書交付の際各高等学校から御案内します。 

  

２ 納付金額 

入学金とシステム利用料の合算額を納付してください。 

 
区    分 入 学 金 システム利用料 

 
全日制・別科 ５，６５０円 

・クレジットカード払い：249円 

・コンビニ払い／ペイジー払い：253円 

インターネット出願システムを使って入学金を納付できない特別な理由がある場合は、入学する高等学

校の窓口に現金で納付してください。合格通知書交付の際の現金納付はできません。 

 【持参するもの；入学金（おつりが出ないようにご用意ください）、受検票】 

 

 

           【横浜市立高等学校の入学選考手数料・入学金に関する問合せ先】 

〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50番地 10  

         横浜市教育委員会事務局 学校支援・地域連携課就学係（高校授業料担当） 

         電話：０４５-６７１-３４７４（直通） 

         受付時間：平日 午前８時 45分～正午、午後１時～午後５時 15分 

                 （土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます） 



 

令和８年度入学者選抜 

       
横浜市立高等学校（定時制）の入学選考手数料（受検料）・入学金の 

納付方法について 
 

横浜市立高等学校の入学選考手数料（以下受検料）・入学金は、原則、神奈川県公立高等学校入学者

選抜インターネット出願システムを利用して納付してください。 

 

【受検料の納付について】 

１ 納付方法 

神奈川県公立高等学校入学者選抜インターネット出願システムにおいて〔志願情報申請〕後に、納付が

可能となります。納付方法＜クレジットカード、コンビニ払い、ペイジー＞を選択し、受検料を納付して

ください。中学校において、受検料の納付を確認し募集期間内に志願先高校に志願情報を提出します。 

受検料未納の状態で志願先高校に志願情報を提出することはできません。早めの納付をお願いします。 

  

２ 納付金額 

入学選考手数料とシステム利用料の合算額を納付してください。 

 区   分 入学選考手数料 システム利用料* 

 
定 時 制      ６５０円 

・クレジットカード払い：29円 

・コンビニ払い／ペイジー払い：253円 

*システム上での決済に伴い収納代行を行う事業者にお支払いいただく利用料です。決済１回ごとにかかります。 

 

３ 納付期間 

  募集期間内に中学校から志願情報を提出する必要があるため、期限ぎりぎりに納付されますと出願が 

間に合わなくなることがあります。余裕をもって納付手続きをお済ませください。 

 
区   分 募 集 期 間 ／ 納 付 期 間 

 
定 時 制 令和８年１月23日（金）午前９時 ～ １月29日（木）正午 

 

４ 受検料の返還 

一度納付された受検料は原則として返還しません。ただし、次のような場合は還付に応じます。 

（システム利用料は還付対象外） 

(1) 受検料を納付した後、志願情報を高等学校へ提出する前に志願先を変更したことに伴い過払い額が発

生した場合や、志願そのものを取りやめた場合（志願情報を高等学校へ提出した後の志願変更等の場

合は返金しません） 

(2)受検料を納付した後、減免申請書類を提出していた受検料について、減免の決定を受けた場合 

（減免決定後の還付も「還付の申請書の提出」が必要です） 

※減免の決定を受けるためには、募集期間終了日までに減免申請する必要があります。お早めに志願先

の横浜市立高校事務室に相談してください。 

(3)受検料を二重に納付してしまった場合 

 

 

定時制（定通分割選抜以外） 



 

 

 

還付を申請する場合は、中学校または横浜市立高等学校から受け取った「還付申請書」を、募集期間

終了日から 10 日以内（減免決定後に還付を受ける方の場合は、決定通知受領後 10 日以内）に横浜市教

育委員会事務局学校支援・地域連携課就学係（高校授業料担当）へ提出してください。（送付先住所は下

記問合せ先参照） 

 

 

受検料の納付にかかる注意事項 

１ 県立高等学校を受検する場合は、別途、神奈川県が作成している「県立高等学校の受検料・入学料 

 の納付方法について」をお読みください。 

２ 川崎市立及び横須賀市立高等学校を受検される場合は、各自で志願先に納付方法をお問い合わせく 

 ださい。 

３ 次の場合は、志願先の高等学校の窓口に現金で受検料を納付してください。 

  【持参するもの；受検料（おつりが出ないようにご用意ください）、登録番号（出願システムのログ

イン時に使用している 12桁の数字）】 

・神奈川県公立高等学校入学者選抜インターネット出願システムを使って受検料を納付できない特別

な理由がある場合 

・共通選抜二次募集の志願 

 

 

【入学金の納付について】 

１ 納付方法 

入学金も受検料と同様、神奈川県公立高等学校入学者選抜インターネット出願システムを利用して納付

してください。合格発表時から出願システム上での納付手続きが可能となります。納付期限については、

合格通知書交付の際各高等学校から御案内します。 

  

２ 納付金額 

入学金とシステム利用料の合算額を納付してください。 

 
区   分 入 学 金 システム利用料 

 
定 時 制   １，２００円 

・クレジットカード払い：53円 

・コンビニ払い／ペイジー払い：253円 

インターネット出願システムを使って入学金を納付できない特別な理由がある場合は、入学する高等学

校の窓口に現金で納付してください。合格通知書交付の際の現金納付はできません。 

 【持参するもの；入学金（おつりが出ないようにご用意ください）、受検票】 

 

 

           【横浜市立高等学校の入学選考手数料・入学金に関する問合せ先】 

〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50番地 10  

         横浜市教育委員会事務局 学校支援・地域連携課就学係（高校授業料担当） 

         電話：０４５-６７１-３４７４（直通） 

         受付時間：平日 午前８時 45分～正午、午後１時～午後５時 15分 

                 （土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます） 



令和８年度入学者選抜 

 
 
 

横浜市立高等学校（定時制）の入学選考手数料（受検料）・入学金の 

納付方法について 
 

 
横浜市立高等学校の入学選考手数料（以下受検料）・入学金は、原則として納付書により納付書裏面 

記載の金融機関にて納付してください。 

 

【受検料の納付について】 

１ 納付書の入手について 

横浜市立中学校に在学中の方 在学の中学校から納付書を入手してください。 

上記以外の方 

下記にて配付します。（事前にご連絡ください。） 
・横浜市教育委員会事務局高校教育課 
（横浜市中区本町６丁目 50番地 10 横浜市役所 14階） 
電話（045）671-3272（直通） 

・戸塚高等学校定時制 
電話（045）871-0301 

 
２ 納付方法 

(1) 納付書の「納付書兼領収書」、「収入済証明書」、「原符」、「受入済通知書」の４つの各該当欄に必要事項 

（記入例の太黒枠内）を記入してください 

(2) 裏面の「２ 金融機関での納付取扱期間」の納付期間中に、納付書裏面に記載している横浜市指定金融機関 

及び横浜市収納代理金融機関で、記入済の納付書を添えて受検料を納付してください。その際、金融機関から 

「納付書兼領収書」と「収入済証明書」（納付書の左２枚）が戻されますので、忘れずにお受け取りください。 

(3) 「納付書兼領収書」と「収入済証明書」を切り離し、「収入済証明書」のみを入学願書の裏面にのり付けし 

入学願書を提出してください。「納付書兼領収書」は保管してください。 
 

《記入例》 ※ 横浜市立高校（定時制）用の納付書は文字や枠線等が「茶色」で印刷されています。 

納 付 書 兼 領 収 書 

（本人保管用） 

令和８年度高等学校入学選考手数料 
 ００２６０－２－９６００９３ 
 横浜市会計管理者 

          
          

\650 

志願先及び 

金融機関で

の取扱期間 
 

戸塚 定通分割選抜

(2/20～3/5) 

 

志願者氏名 氏名を記入 

住 所 
住所・TELを 

記入 

中学校名 中学校名記入 

 

発行局課 

横浜市教育委員会事務局 

学校教育企画部 
学校支援・地域連携課 

電話 045－671－3474 

領収日付印 

①                 (納人保管) 

収 入 済 証 明 書 

（入学願書貼付用） 

令和８年度高等学校入学選考手数料 
 ００２６０－２－９６００９３ 
 横浜市会計管理者 

          
          

\650 

志願先及び 

金融機関で 

の取扱期間 
 

戸塚 定通分割選抜

(2/20～3/5) 

 

   志願者氏名 
氏名を記入 

 住 所 
住所・TELを 

記入 

 中学校名 中学校名記入 

 

発行局課 

横浜市教育委員会事務局 

学校教育企画部 
学校支援・地域連携課 

電話 045－671－3474 

領収日付印 

②       金融機関等→納入者 

○公  原  符 

令和８年度高等学校入学選考手数料 
 ００２６０－２－９６００９３ 
 横浜市会計管理者 

          
          

\650  

志願先及び 

金融機関で

の取扱期間 
 

戸塚 定通分割選抜

(2/20～3/5) 

 

   志願者氏名 氏名を記入 

住 所 
住所・TELを 

記入 

 

発行局課 

横浜市教育委員会事務局 

学校教育企画部 
学校支援・地域連携課 

電話 045－671－3474 

領収日付印 

③ 横浜市（金融機関等保管） 

○公  受 入 済 通 知 書 

令和８年度高等学校入学選考手数料 
 ００２６０－２－９６００９３ 
 横浜市会計管理者 
          
          

\650 

志願先及び 

金融機関で

の取扱期間 
 

戸塚 定通分割選抜

(2/20～3/5) 

 

志願者氏名 氏名を記入 

住 所 
住所・TELを 

記入 

中学校名 中学校名記入 

  

発行局課 

横浜市教育委員会事務局 

学校教育企画部 
学校支援・地域連携課 

電話 045－671－3474 

領収日付印 

④ 横浜市（市保管） 

 
 
 

 
 

 
＊修正テープ、修正液の使用不可。訂正する場合は二重線をひいて書き直してください。（訂正印不要） 

＊納付書は切り離さず、金融機関に提出してください。 

 電算 
パンチ 

定時制（定通分割選抜） 

金融機関から納付者に戻されます。 金融機関が回収します。 



３ 金融機関での納付取扱期間 

 
区   分 入学願書等の提出期間 金融機関での納付取扱期間 

 定通分割選抜（戸塚）   ３/５（木）～３/６（金） ２/20（金）～３/５（木） 

※ 募集期間の最終日に受検料を納付する場合は、金融機関では取り扱いませんので出願する時に 

高等学校の窓口に現金で納付してください。 

※ 最終日の入学願書等の窓口受付時間は他の日と異なるため、事前に志願のてびき等で御確認ください。 
 

４ 取扱金融機関 

横浜市指定金融機関及び横浜市収納代理金融機関（納付書の裏面を御確認ください。） 

 

５ 受検料の返還 

一度納付された受検料は原則として返還しません。ただし、次のような場合は還付に応じます。 

(1) 志願先が横浜市立高等学校ではないにもかかわらず、誤って横浜市立高等学校の納付書により受検料を 

納付してしまった場合 

(2) 受検料を納付した後、入学願書提出前に志願先を横浜市立以外の高等学校に変える場合や、志願そのもの 

  を取りやめた場合（願書提出後の志願変更等の場合は返還しません） 

(3) 横浜市立高等学校の全日制の受検料を納付した後、入学願書提出前に志望校を横浜市立高等学校の定時制 

に変更する場合の差額（願書提出後の志願変更の場合は返還しません） 

(4) 受検料を納付した後、出願前に減免申請書類を提出していた受検料について、減免の決定を受けた場合 

（減免決定後の還付も「還付の申請書の提出」が必要です） 

※ 減免の決定を受けるためには、出願までに減免申請する必要があります。お早めに志願先の横浜市立高校 

事務室に相談してください。 

(5) 受検料を納付書及び高等学校の窓口などで二重に納付してしまった場合 

 

還付を申請する場合は、中学校または横浜市立高等学校から受け取った「還付申請書」に金融機関で受け 

とった「納付書兼領収書」をのり付けして、募集期間終了日から 10日以内（減免決定後に還付を受ける方の 

場合は、決定通知受領後 10日以内）に横浜市教育委員会事務局学校支援・地域連携課就学係（高校授業料担当） 

へ提出してください。（送付先住所は下記問合せ先参照） 
 

受検料の納付にかかる注意事項 

１ 県立高等学校を受検する場合は、別途、神奈川県が作成している「県立高等学校の受検料・入学料の 

納付方法について」をお読みください。 

２ 川崎市立及び横須賀市立高等学校を受検される場合は、各自で志願先に納付方法をお問い合わせください。 

３ 次の場合は、入学願書提出の際に志願先の高等学校の窓口で現金納付してください。 

・募集期間の最終日に受検料を納付する場合 

・納付書を使って受検料を納付できない特別な理由がある場合 

 
 
 

【入学金（1,200円）の納付について】 

入学金も受検料と同様に納付書で納付していただきます。詳しい納付手続や納付書の配布については、合格通知書 

交付の際に御案内します。 

 
 

【横浜市立高等学校の入学選考手数料・入学金に関する問合せ先】 

        〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50番地 10  

            横浜市教育委員会事務局 学校支援・地域連携課就学係（高校授業料担当） 

        電話：０４５-６７１-３４７４（直通） 

        受付時間：平日 午前８時 45分～正午、午後１時～午後５時 15分 

               （土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます） 


